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○福井県後期高齢者医療広域連合収入役の職務を代理する者に関する規則 
 

平成１９年２月１日 
規 則 第 ３ 号 

 
 （趣旨） 
第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１７０条第５項の規定に

基づき、収入役の職務を代理する者について必要な事項を定めるものとする。 
 （収入役の職務代理者） 
第２条 法第１７０条第５項の規定により、収入役の職務を代理する吏員は、事務局次長の職にあ

る者とする。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
 （この規則の失効） 
２ この規則は、平成１９年３月３１日限り、その効力を失う。 
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